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パラ・パワーリフティング京都ＮＴＣ 

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 
 

ver.1.3.0 

令和４年４月１日 

 

 

はじめに 

 ○ サン･アビリティーズ城陽は、京都府立心身障害者福祉センター内に位置し、病院

及び障害者入所施設に隣接していること、他の障害者スポーツの利用者と接触する

機会があることに留意し、特に感染予防が重要であることを理解し、トレーニング

センターの利用をお願いします。 

 

 ○ 選手の中には、内科的基礎疾患を合併している方もおられます。基礎疾患がある

と、新型コロナウイルス感染症が重症化するリスクが高いことが知られており、お

互いに十分な注意が必要となります。 

 

 ○ 選手、コーチ以外の関係者においても、本ガイドラインを遵守してください。 

 

 

 

１ 日々の取組（施設利用日以前） 

 ○ 「障がい者アスリートのための新型コロナウイルス感染症予防（日本障がい者ス

ポーツ協会医学委員会）」（※）に準じた日常的感染症予防に努めてください。 

  ※ https://www.jsad.or.jp/news/detail/20200529_002160.html 

 

 ○ 体調チェックシートを当日入場時に提出してください。感染を疑う異常を認める

場合又は感染者との濃厚接触が疑われる場合は参加不可とします（来場しないこ

と。）。なお、合宿等に参加する前後１４日間の体調について、必要に応じて記録の

提出を求める場合がありますので、各自で記録してください。 

 

 ○ 各自の居住地や勤務地の感染状況等に留意し、行動してください。 

 

○ 公共交通機関を利用される場合は、混雑時の移動を避けてください。 

 

  

https://www.jsad.or.jp/news/detail/20200529_002160.html
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２ 入館時 

 ○ 合宿等の全日程について、来館メモをサン・アビリティーズ城陽に提出してくだ

さい。（合宿においては、団体用来館メモを提出するため、個人用来館メモの提出は

不要） 

 

 ○ 合宿等参加前１４日間の体調チェックシートを提出し、当日の体調チェック及び

検温を受け、入場可否の判定を受けてください。体温 37.5度以上の方は、入館不可

です。ただし、障害等によって基礎体温が高い方は、事前に相談してください。 

 

 ○ 必ず入館時点から、マスク（ウイルス対策用を推奨）を着用してください。マス

クは、鼻と口を完全に被覆してください。車椅子の方はハンドリムの消毒を、それ

以外の方は靴底の消毒を行ってください（施設入口に消毒用マットを設置していま

す。）。 

 

 ○ 入館手続きの待機中においても、三密とならないように周囲の方とのソーシャル

ディスタンス等に注意してください。 

 

 

 

３ 施設利用全般 

 ○ 屋内では、原則として常にマスクを着用し、こまめに手洗い及び手指・露出部の

消毒を行ってください。 

 

 ○ 周囲の人との距離をあけるようにしてください（ただし、介助者、トレーニング

の最小限の補助者との距離など必要な場合を除く。）。 

 

 ○ 原則として、扉及び窓を開放し、必要に応じて換気扇と空調を併用してください。

ただし、熱中症が危惧される場合や、気温が著しく低い場合等においては、一部の

窓を閉めて空調効率をあげ、ＣＯ２濃度も参考にしながら、３０分に一回を目安に

５分程度窓を開放するなど換気を行ってください。 

 

 ○ 選手、コーチとも大声は極力慎むよう注意してください。 

 

 ○ 消毒用ワイパー等の感染対策に使用したゴミは、指定の場所に廃棄してください。 

 

 ○ お手洗いの個室利用時において、便器洗浄の際は、必ず蓋を閉じてから洗浄して

ください。また、待機ライン及び移動時の動線案内を掲示しておりますので、その

指示に従ってください。 
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４ 送迎 

 ○ 送迎車両について、車両定員の半分程度（ふれあい号：約１０名、キャラバン：

約３名）を定員とし、席をあけて乗車してください。 

 

 ○ 換気のためできるだけ窓を開放してください。また、マスクを着用し、大きな声

を発することは禁止とし、私語は少なくしてください。 

 

 

 

５ トレーニング 

○ 原則として、１ユニット（ベンチ台１台に対し補助者約２名）を単位として行い、

できるだけ練習する部屋ごとに完結させてください（できれば、ユニット間をアク

リル板、簡易パーティションなどで区切ることが望ましい。）。また、トレーニング・

補助を行わない方は、極力入室しないようにし、ソーシャルディスタンスを確保し

てください。 

＜各部屋ユニット目安＞ 

・体育室：４ユニット（＋数名） 

・常設トレーニングルーム：３ユニット 

・上記以外の部屋：１ユニット 

 

○ １セッションの時間を１時間程度とし、セッション間を１５分以上あけることが

望ましい。 

 

○ 入室時は必ず手指を消毒し、トレーニングの前・後にも消毒してください。器具

使用後（プレートについては付け替えの都度）、必ず器具を消毒してください。 

 

 ○ 原則、ユニット内の選手、コーチ等については、マスクを着用してください（選

手に接近するコーチ等については、できれば、フェイスガードを併用することが望

ましい。）。 

  ※フェイスガード等は、練習期間中は自身専用として管理し、放置しないこと。ま

た、使用後はアルコール消毒を行うこと。 

 

 ○ 炭酸マグネシウムやタオル等の使い回しは禁止とします。炭酸マグネシウムにつ

いては、ビニール袋やジップロックを活用して取り分け、自分専用としてください。 
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６ 座学、昼食等 

 ○ ソーシャルディスタンスを確保し、対面での飲食・会話は避けてください。（対面

する場合は、できるだけアクリル板等を設置すること。） 

 

 ○ 食事については、指定場所でのみ可とします。食事前は必ず消毒を行ってくださ

い。 

 

 ○ 大皿を使った食事の取り分け、飲料の回し飲みは禁止します。飲食物を共有場所

に放置しないようにし、配布飲料等、他の方と同じ飲料には必ず氏名を記載してく

ださい。 

 

 ○ 弁当ガラは、指定の場所に廃棄してください。 

 

 

 

７ 更衣室 

 ○ 更衣室は１名又は２名ずつ使用し、使用後は、使用箇所・接触部分のアルコール

消毒を行ってください。 

 

 

 

８ 宿泊、朝・夕食 

 ○ 宿泊は、ロゴスランドの８名部屋（２段ベッド×４）においては、原則、１室あ

たり２名を定員とします。自身が宿泊する部屋以外の部屋への入室は、必要な場合

を除き、禁止とします。 

 

 ○ ビュッフェ形式の食事は禁止します。対面での食事は避けてください。対面で着

席せざるを得ない場合は、極力会話を控えてください。 

 

 ○ 食後に会話をする際は、対面を避けるとともに、マスクを着用してください。 
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９ 大会における対応 

 ○ 大会開催時については、大会実施要項等の規定に準じて対応することとし、大会

実施要項等に定めのない事項については、本ガイドラインに準じて対応することと

します。 

 

 

 

１０ 中止等の判断 

 ○ 新型コロナウイルスの感染の状況によって、合宿等の参加人数を制限する、合宿

を中止とする等の対応を行う場合があります。また、合宿等の開催中に感染の疑い

のある者が出た場合、合宿を中断します。これらの対応の判断に当たっては、パラ・

パワーリフティング連盟と京都府で協議し、必要に応じて関係者からの意見を聴取

し、決定することとします。 

 

 

 

１１ その他 

 ○ 合宿中又は合宿後に発熱等の症状が現れた場合は、選手、コーチ等は直ちにパラ・

パワーリフティング連盟に連絡してください。また、その他の関係者は、直ちに京

都府に連絡してください。いずれの場合においても、パラ・パワーリフティング連

盟、京都府、その他関係者で情報を共有し、以後の対応について協議することとし

ます。 

 

 ○ 合宿開催の都度、パラ・パワーリフティング連盟が合宿開催期間中の現地での感

染症対策責任者を指名することとします。 

 

 ○ 本ガイドラインは、必要に応じて改訂します。 

 

  



別紙 

6 

感染が疑われる事例が発生した場合の対応スキーム（要項） 
 
 
○ 合宿等に参加している選手その他関係者で、感染を疑うような体調の異変が発生
（例：発熱、味覚・嗅覚異常 等） 

 ⇒ 合宿等開催時の感染症対策責任者（以下「責任者」）の指示の下、トレーニン
グ等を中断し、以下を基本として対応 

  ＜合宿等開催施設で発生した場合＞ 
   ・感染の疑いがある者（以下「当該者」）は別室に移動してもらい、他の方と

の接触を避ける。体調に応じ、ソファやベンチ台などを利用（移動する際、
当該者の私物を全て持ち込んでもらい、入口の戸を閉める） 

   ・施設事務所に報告 
   ・他の参加者その他関係者は、密を避けて、極力、当該者が使用していない部

屋または屋外で待機 
   ・隔離室以外の場所の、当該者が触れた物品、手すり等を消毒 

  ＜宿泊施設で発生した場合＞ 
   ・当該者の宿泊部屋から同室者の荷物を搬出した後、当該者は同宿泊部屋に移

動してもらい、他の方との接触を避ける。搬出した荷物は消毒（移動する際、
当該者の私物を全て持ち込んでもらい、入口の戸を閉める） 

   ・ホテルフロントに報告 
   ・他の参加者その他関係者は、密を避けて、極力、当該者が使用していない部

屋または屋外で待機 
   ・隔離室以外の場所の、当該者が触れた物品、手すり等を消毒 
 
 
○ 当該者から（体調不良により難しい場合は、責任者等から）京都府相談窓口に電
話し、以下の事項を伝達・確認 

 ・症状の報告 
 ・今後の対応の確認（近隣病院への受診、居住地への移動の可否及び手段 等） 
 ・他の参加者の対応（居住地への移動の可否及び手段、自宅待機の必要性 等） 

   ＜相談窓口＞ 
    平日 8時 30分～17時 15分：山城北保健所 0774-21-2911 
    上記以外（24時間対応）：京都府庁 075-414-4726 
 
 
○ 府相談窓口の指示に従い、必要に応じて近隣の病院を受診 

※ＮＴＣ近隣の病院 
    ・城陽市休日急病診療所 (昼)0774-55-1111 (夜)0774-55-1112 

  ・京都岡本記念病院 0774-48-5500 
    ・宇治徳州会病院  0774-20-1111 
 
 
○ 責任者から、①パラ・パワーリフティング連盟、②京都府、③宿泊施設その他関
係者に情報を共有 

 
 
○ 以後、府相談窓口の指示及び病院での診察結果を踏まえ、関係者で対応を協議 
 （例） ・合宿等を中止又は継続（感染の疑いがなくならなければ合宿等を中止） 

・全員帰宅、公共交通機関利用時は感染防止対策を徹底 

 


